
構 成：学識経験者、企業代表、地域活動団体、公募都民
その他の分野から１６名程度

＜検討内容＞
次世代育成支援後期行動計画策定について

※平成21年5月25日（月）第1回・年間5回開催（予定）

子育て応援都市推進本部の設置と検討体制について

図：次世代育成支援の推進体制

＜体 制＞ 本部長：山口副知事 副本部長：福祉保健局長

委 員：関係局部長級

＜関係局＞ 福祉保健局 外１２局

※ 「子育て応援戦略会議」を改組。平成21年2月に第１回を開催

◎ 子 育 て 応 援 都 市 推 進 本 部

＜ 組 織 ＞ 関係局課長級

＜検討内容＞

◆次世代育成支援東京都行動計画の

進捗状況の点検・評価

◆子育て応援都市東京・重点戦略の

進捗状況の把握、着実な推進

※平成21年8月に開催（予定）

＜ 組 織 ＞ 関係局課長級

＜検討内容＞

◆次世代育成支援東京都行動計画

（後期計画）の策定

※平成21年4月28日（火）第1回

年間6回開催（予定）

意見反映

構 成：東京労働局課長・マザーズハローワーク代表
区・市町村ひとり親主管課長会代表・東京
母子寡婦福祉協議会代表

＜検討内容＞
ひとり親家庭の課題と方向性 等

※平成21年度：委員会・部会各２回の開催を予定

母子寡婦福祉法第12条 「母子家庭及び寡婦自立促進計画」

に基づくひとり親家庭自立支援計画を策定するために設置

次世代育成支援対策推進法第９条３項・４項に基づき、
東京都行動計画に都民・事業主等の幅広い意見を反映
させるために設置

■ひとり親自立支援計画策定委員会（案）○ 次 世 代 育 成 支 援 検 討 委 員 会

１ 設置理由

① 既存計画の「次世代育成支援東京都行動計画（前期行

動計画）」及び「子育て応援都市東京・重点戦略」の着実

な推進を図るとともに、②後期行動計画を策定するため、

子育て応援都市推進本部を設置する。

２ 推進本部の概要（右図参照）
(1)「子育て応援戦略会議」を改組し「子育て応援都市推進

本部」を設置する。

(2)「計画推進・評価部会」及び「後期行動計画策定部会」

を設置する
※ 従前の３部会（①働き方の見直し推進部会、②子育て支援サー

ビス改革部会、③子育てにやさしい環境づくり部会）は廃止する。

３ 後期行動計画の策定

(1) 次世代育成支援対策推進法に基づき、平成21年度中に、

平成22年度から26年度までを計画期間とする後期行動

計画を策定する。

(2) 前期行動計画策定後の社会環境の変化や事業の進捗状

況等を踏まえ、区市町村が策定する区市町村行動計画

との整合性を図るものとする。

全体のスケジュール（案）

資料１－２

● 計 画 推 進 ・ 評 価 部 会 ☆ 後 期 行 動 計 画 策 定 部 会

平成21年10月：計画骨子決定（目途）
平成22年 1月 ：計画素案決定（目途）
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区 市 町 村

２ ２ 年２ １ 年

・ 策 定 指 針 の 告 示
・ 手 引 き の 通 知

・ 策 定 指 針 （ 案 ） の 提 示 ・ 国 の プ ラ ン に 反 映

◎ 第 １ 回
　 推 進 本 部 開 催

◎ 第 ２ 回
　 推 進 本 部 開 催

・ ニ ー ズ 調 査 の 実 施 ・ 定 量 的 目 標 数 値 の 都 へ の 報 告 ・ 素 案 作 成 完 了 ・ 計 画 公 表

・ 計 画 公 表


